
提

出

者

楢

崎

欣

弥

平
成
十
五
年
十
月
三
日
提
出

質

問

第

二

三

号

「
振
動
障
害
の
認
定
基
準
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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「
振
動
障
害
の
認
定
基
準
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

労
災
補
償
に
際
し
「
振
動
障
害
の
認
定
基
準
」
に
関
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

振
動
障
害
を
認
定
す
る
労
働
基
準
監
督
署
の
中
央
及
び
地
方
の
系
列
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

振
動
障
害
判
定
の
要
求
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
具
体
的
な
手
順
を
例
示
し
て
も
ら
い
た
い
。

三

振
動
障
害
判
定
の
具
体
的
判
定
基
準
数
値
、
及
び
判
定
方
法
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

�

判
定
基
準
調
査
の
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
。

�

最
終
判
定
は
何
処
が
、
い
か
な
る
基
準
（
数
値
、
或
は
程
度
）
で
行
う
の
か
。

�

そ
の
判
定
（
数
値
、
及
び
数
値
の
算
出
方
法
）
は
全
国
的
に
統
一
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
の
か
。

�

判
定
審
査
要
求
者
に
対
し
該
当
す
る
か
否
か
の
説
明
を
す
る
場
合
に
、
審
査
結
果
を
具
体
的
に
示
し
、
振
動
障
害
に
該

当
す
る
か
否
か
を
振
動
障
害
診
断
票
と
、
障
害
該
当
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
具
体
的
に
示
し
、
対
比
し
乍
ら
、
要
求
者
が
納
得

す
る
形
で
現
場
に
お
い
て
詳
細
な
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
か
否
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
が
あ
る
の
で
解
説
さ
れ
た
い
。

四

該
当
者
（
判
定
要
求
者
）
が
再
審
査
を
希
望
す
る
場
合
の
手
順
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

五

日
田
地
区
及
び
大
分
県
に
お
け
る
過
去
の
振
動
障
害
該
当
者
を
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
等
の
匿
名
で
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
判
定
数

一



値
、
及
び
判
定
要
求
か
ら
判
定
ま
で
の
日
数
を
例
示
さ
れ
た
い
。

六

日
田
労
働
基
準
監
督
署
が
、
平
成
一
五
年
八
月
二
五
日
、
「
振
動
障
害
認
定
要
求
者
」
に
対
し
、
九
州
労
災
病
院
医
師
よ

り
「
医
師
総
合
所
見
」
と
「
総
合
判
定
」
が
別
添
の
通
り
示
さ
れ
た
が
、
（
総
合
所
見
及
び
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
事
項
）

の
中
で
、
例
え
ば
「
＃
�－

指
尖
脈
派
は
右
三
・
六
ｍ
Ｖ
、
左
四
・
四
ｍ
Ｖ
と
極
め
て
低
値
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
障
害

判
定
ラ
イ
ン
の
数
値
は
ど
う
な
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
＃
�－

サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
も
冷
水
負
荷
後
の
皮

膚
温
は
低
下
し
て
い
な
い
。
以
上
か
ら
末
梢
循
環
障
害
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
あ
る
が
、
具
体
的
数
値
を
示
し
、
だ
か
ら
認

定
で
き
な
い
と
い
う
説
明
を
さ
れ
た
い
。

な
お
「
チ
ェ
ン
ソ
ー
」
等
、
労
働
補
償
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
厚
労
省
労
災
補
償
部
補
償
課
よ
り
「
振
動
障
害
の
認
定
基
準

に
つ
い
て
」
（
基
発
第
三
〇
七
号
昭
和
五
二
年
五
月
二
八
日
付
）
の
資
料
は
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
熟
読
し
た
上
、

そ
れ
で
も
な
お
、
不
明
の
点
が
あ
る
の
で
前
項
の
質
問
を
す
る
次
第
で
あ
る
。
念
の
為
。

右
質
問
す
る
。

二



三


